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阪南市社会福祉協議会

自立相談支援
事業

民生委員協議
会補助金

（自立相談支援事業）
生活困窮者が抱える多様で複合的な問題につい
て、生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報提供
及び助言を行うとともに、生活困窮者に対する支援
の種類及び内容等を記載した計画の作成、生活困
窮者に対する認定生活困窮者就労訓練事業の利
用あっせん等、様々な支援を一体的かつ計画的に
行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図る。
（民生委員協議会補助金）
民生委員協議会事務局として、民生委員活動の推
進を図る。
【提案概要】
・民生委員等地域住民と連携し、アウトリーチにより
情報収集
・福祉資金貸付事業と連動させ、一体的に実施す
る。
・若年層のお試し民生委員活動の実施

生活支援課 採用

○自立相談支援事業では、市役所庁舎内で相談業務を
行うため、委託契約の趣旨を遵守した業務実施方法等と
すること。
〇自立相談支援事業は、第2のセーフティーネットである
ことを踏まえ、また、民生委員協議会は民生委員の職務
に影響が出ないよう、業務受託後遅滞なく事業を行うた
め十分な引継ぎを行うこと。
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